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�愛媛県告示第１２８８号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号）第２８条第６項の規定に基づき、次のとおり公聴会を

開催する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１７年７月１５日（金）午後２時

２ 場所 今治市旭町一丁目４番地９

今治地方局４階会議室

３ 案件 次の鳥獣保護区の指定

� 名称 宝股山鳥獣保護区

� 区域

今治市伯方町叶浦の市道富計の池線と市道寺山線との

交点を起点とし、ここから同市道を北東に進み、市道北

浦叶浦線との交点を経て、更に市道寺山線を北東に進み

、これに続く市道西側線をほぼ北西に進み、大日霊女教
りょう

本部に至る。ここから稜線をほぼ北東に進み、大日霊女
りょう

教奥之院を経て、更に同稜線を北東ないし北西に進み、

深山川に通じる谷に至り、ここから同谷及びこれに続く

同川右岸を下流に進み、市道大池ドンデ線との交点に至

る。ここから同市道をほぼ南に進み、ドンデ池えん堤西

端に至り、ここから同えん堤及びその延長線を南東に進

み、林道ドンデ線に出て、宝股山山頂（３０４．０メートル
りょう

）に至る稜線を南に進み、市道宝股山線に至る。ここか

ら同市道をほぼ南東に進み、市道国道北浦越線との交点

に至り、ここから同市道を南に進み、市道国道堀田奥線

との交点に至り、ここから同市道をほぼ西に進み、市道

�愛媛県告示第１２８７号
次のとおり落札者を決定した。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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叶浦越線との交点に至り、ここから同市道を西に進み、

市道富計の池線との交点に至り、ここから同市道をほぼ

西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

� 存続期間 平成１７年１１月１日から

平成２７年１０月３１日まで

４ その他 公聴会開催に関する問い合わせ先は、次のとお

り。

今治地方局産業経済部森林林業課

（電話０８９８－２５－２１９３）

�������
�愛媛県告示第１２８９号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号）第２９条第４項において準用する同法第２８条第６項の

規定に基づき、次のとおり公聴会を開催する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１７年７月１５日（金）午前１０時

２ 場所 今治市旭町一丁目４番地９

今治地方局４階会議室

３ 案件 次の特別保護地区の指定

� 名称 玉川ダム鳥獣保護区特別保護地区

� 区域

今治市玉川町竜岡下の愛媛県玉川ダム管理事務所を起

点とし、ここから玉川ダムえん堤を南東に進み、市道中

通大下１号線に出て、同市道をほぼ南に進み、市道中通

大下線との交点に至る。ここから同市道をほぼ西に進み

、赤末橋を経て、国道３１７号に出る。ここから同国道を

北東に進み、天神橋を経て、更に同国道をほぼ北東ない

し南東に進み、起点に至る線に囲まれた区域のうち、玉

川ダム貯水池の常時満水位の貯水線に囲まれた区域

� 存続期間 平成１７年１１月１日から

平成２７年１０月３１日まで

４ その他 公聴会開催に関する問い合わせ先は、次のとお

り。

今治地方局産業経済部森林林業課

（電話０８９８－２５－２１９３）

�������
�愛媛県告示第１２９０号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号）第２９条第４項において準用する同法第２８条第６項の

規定に基づき、次のとおり公聴会を開催する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１７年７月１５日（金）午前１０時

２ 場所 喜多郡内子町平岡甲１６８

内子町役場３階第１会議室

３ 案件 次の特別保護地区の指定

� 名称 亀谷鳥獣保護区特別保護地区

� 区域

喜多郡内子町と上浮穴郡久万高原町との境界にある日
りょう

浦嶺三角点（９００．９メートル）を起点とし、ここから稜

線をほぼ北東ないし南東に進み、馬之地山を経て、更に

りょう

同稜線を東に進み、今生坂峠で通称小田街道に出て、同

街道を南に２８０メートル進む。ここから作業道日浦峰鼻
りょう

高線の終点に向かって進み、同三角点に至る稜線との交
りょう

点に至り、ここから同稜線を北に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

� 存続期間 平成１７年１１月１日から

平成２７年１０月３１日まで

４ その他 公聴会開催に関する問い合わせ先は、次のとお

り。

八幡浜地方局産業経済部森林林業課大洲森林林

業振興班

（電話０８９３－２４－４１３１）
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�愛媛県告示第１２９１号
理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条の４第２項の規

定により、次のとおり講習会を指定した。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の名称

管理理容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都港区虎ノ門一丁目２６番５号

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成１７年１１月７日から１１月２１日までの毎月曜日

４ 講習場所

松山市宮田町１３２番地

ピュアフル松山（勤労会館）

５ 受講料

１４，０００円
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�愛媛県告示第１２９２号
美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１２条の３第２項の規

定により、次のとおり講習会を指定した。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の名称

管理美容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都港区虎ノ門一丁目２６番５号

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成１７年１１月７日から１１月２１日までの毎月曜日

４ 講習場所

松山市宮田町１３２番地

ピュアフル松山（勤労会館）

５ 受講料

１４，０００円
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�愛媛県告示第１２９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（農

愛 媛 県 報平成１７年６月２４日 第１６７０号

６６８
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業用道路整備事業・朝倉上地区）の施行に平成１７年６月１３日

同意した。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・高野大平地区）の

施行に平成１７年６月１３日同意した。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２９５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示す

る。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市富郷町津根山字寺ノ山乙２８６の１、字柿ノ

成乙３５０の２、字鬼ヶ城乙４１２、字鍋良谷山乙４４９

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町東明神甲３４０４の１、甲３４０４の２、

甲３４８２の１、甲３４８２の２、甲３４８３、甲３４８６の３、乙１０８８

の２、乙１０８９の１、乙１０９１の１、乙１０９２の１、乙１０９３、

乙１０９６の１、乙１０９８、乙１１００、乙１１１１、乙１１１２の１、乙

１１１３から１１１５まで、乙１１２０、乙１１２２、乙１１２３、乙１１２６の

１から乙１１２６の４まで、乙１１２６の９、乙１１２６の１０、乙１１

２７、乙１１２８、乙１１３４の１、乙１１３４の３、乙１１３５、乙１１３８

の１、乙１１４３の１、乙１１５１、乙１１５４、乙１１６２の２、乙１１

６３から乙１１６６まで、乙１２０５、乙１２０６の１から乙１２０６の３

まで、乙１２０７、乙１２０９、乙１２１６の１、乙１２１６の２、乙１２

１６の５、乙１２１６の７、乙１２１６の９から乙１２１６の１１まで、

乙１２１７、乙１２１８の１、乙１２１９、乙１２２１、乙１２２５、乙１２２７

の６、乙１２３１、乙１２３２の１、乙１２３２の２、乙１２３３、乙１２

３４、乙１２３７、乙１２３８、乙１２４０の７、乙１２４０の８、乙１２４０

の１１、乙１２４１の１から乙１２４１の３まで、乙１２４１の５から

乙１２４１の７まで、乙１２４１の１０、乙１２４１の１１、乙１２４２の６

、乙１２４７の２１、乙１２４８、乙１２５３の３、乙１２５４の３、乙１２

５４の４、乙１２５５、乙１２５６、乙１２５９、乙１２６１の２、乙１２６１

の３、乙１２６３、乙１２６４の１、乙１２６４の２、乙１２６５から乙

１２６９まで、乙１２７１、乙１２７２の２、乙１２７３から乙１２７６まで

、乙１２７９、乙１２８０の１、乙１２８０の２、乙１２８１、乙１２８２、

乙１２８４から乙１２８６まで、乙１２８８、乙１２８９、乙１２９０の１、

乙１２９０の２、乙１２９１、乙１２９３の１、乙１２９３の２、乙１２９４

から乙１３０５まで、乙１３０８の１から乙１３０８の４まで、乙１３

０９の１、乙１３０９の２、乙１３１０、乙１３１２、乙１３１３、乙１３１６

、乙１３１８の１、乙１３２０の１、乙１３２１から乙１３２６まで、乙

１３４８の１、乙１３４９の１、乙１３４９の２、乙１３５０、乙１３５１、

乙１３５２の３、乙１３５２の４、乙１３５４、乙１４１９から乙１４２２ま

で、乙１４２３の１、乙１４２３の２

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並

びに四国中央市役所及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に

供する。）

�������
�愛媛県告示第１２９６号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市玉川町木地字コマンコエ辛８の８

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第１２９７号
建築業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１７年６月２４日 第１６７０号

６６９
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�愛媛県告示第１２９８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する

同法第１４条第１項の規定に基づき、東温市長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（土地区間整理事業）

２ 作業期間 平成１７年７月１日から

平成１７年８月３１日まで

３ 作業地域 東温市志津川地域

�愛媛県告示第１２９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市大保木字土山甲２５番３から

同字樫原辛１１３番２まで
平成１７年６月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号 上浮穴郡久万高原町笠方１７２２番
旧 ６．０～７．５ ０．０１９

新 ６．０～１４．５ ０．０１９

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１２）第５９８９号 平成１３年
３月１３日 宮崎塗装店 宮崎 清美 新居浜市中村４－２－

３９
平成１７年
５月２日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－１３）第６３７号 平成１４年
３月７日 宮本建設 宮本 武男 大洲市春賀甲１１７３ 平成１７年

５月１３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１０８５８号 平成１２年
６月１７日 �鴻上産業鐵工所 鴻上 英治 新居浜市船木２３５４－１ 平成１７年

５月１７日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１２）第３２５２号 平成１２年
７月３日 露口建設� 露口 泰臣 上浮穴郡久万高原町東

明神甲３６９－２
平成１７年
５月２０日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（特－１４）第５２７１号 平成１４年
５月２６日 稲荷建設� 岡 善照 八幡浜市郷４－３７０－

１０
平成１７年
５月２３日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
管工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（他の建設業者
との合併）

（般－１２）第１４５８６号 平成１２年
８月１６日 上野電気 上野 貴司 八幡浜市保内町川之石

１３－２７６－２０
平成１７年
５月２３日

電気工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１３）第７６５３号 平成１３年
６月３日 近藤建設工業 近藤 六二 四国中央市土居町中村

５３８
平成１７年
５月２４日 土木工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１２）第１２１５１号 平成１３年
１月５日 協立技建� 武村 健二 松山市中野町３７５－１ 平成１７年

５月２５日
電気工事業
消防施設工事業 建設業の廃止

（般－１３）第９３６２号 平成１４年
２月１日 藤川装飾 藤川 秋義 松山市福音寺町５２５－

３
平成１７年
５月３１日 内装仕上工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１１６３２号 平成１４年
７月１９日 �西原建設 西原 寛一 松山市八反地甲１３ 平成１７年

５月３１日
建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１７年６月２４日 第１６７０号

６７０
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�愛媛県告示第１３０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大茅辰ノ口線
西予市城川町嘉喜尾１３５０番５から

同市野村町予子林６番２まで

旧 ３．９～２２．４ ０．１５８

新 ３．９～２２．４
３４．８～１０７．２

０．１５８
０．１２２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
西予市野村町予子林６１９２番１から

同町予子林６２０９番２まで

旧 ８．５～６８．８ ０．０５６

新 １０．２～６９．８ ０．０５６

〃 〃 西予市野村町予子林６４４６番４
旧 ６．６～６．８ ０．００７

新 ８．６～９．８ ０．００７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
西予市野村町予子林６１９２番１から

同町予子林６２０９番２まで
平成１７年６月２４日

〃 〃 西予市野村町予子林６４４６番４ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町志津字田出浦甲１２１番１から

同字甲１１８番３まで

旧 ３．９～１３．２ ０．０４４

新 ４．８～１５．０ ０．０４４

愛 媛 県 報平成１７年６月２４日 第１６７０号

６７１
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�愛媛県告示第１３０８号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２９条第１項の

規定に基づき大洲市東若宮土地区画整理組合から次のとおり

理事が就任した旨の届出があった。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�愛媛県告示第１３０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年６月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 嵐田之浜岩松線 北宇和郡津島町大字鼠鳴１５１番１１
旧 ４．６～５．０ ０．０５３

新 ８．０～８．６ ０．０５３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 嵐田之浜岩松線 北宇和郡津島町大字鼠鳴１５１番１１ 平成１７年６月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 後柿之浦線
北宇和郡津島町須下字反田１４６番２地先から

同字１４８番７まで

旧 ４．８～１１．０
７．５～２７．６

０．０４２
０．０４３

新 ７．５～２７．６ ０．０４３

尾 上 和 生 大洲市徳森５９０番地

尾 上 孝 大洲市徳森６３４番地

首 藤 馨 大洲市常磐町１２９番地１

玉 木 宗三郎 大洲市若宮１２１番地

徳 田 偉佐男 大洲市若宮８７５番地

長 岡 盛 夫 大洲市若宮７６３番地

藤 本 敬 和 松山市美沢一丁目３番４７号

氏 名 住 所

稲 生 元 久 大洲市若宮２１０番地

上 田 宗 良 大洲市市木８１１番地の５

愛 媛 県 報平成１７年６月２４日 第１６７０号

６７２



公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ライト付き防犯ブザーの購入

� 購入物品名及び数量

ライト付き防犯ブザー１０，６６１個

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１７年８月１５日

� 納入場所

日本通運�松山支店 松山ロジスティクス事業所（国

勢調査用品保管場所）

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、差の端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１７

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわ

たり円滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

平成１７年７月５日（火）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年７月５日（火）午後１時３０分

愛媛県総務部管理局総務管理課入札室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７西建管第２５５号

平成１７年６月３日

西条市神拝字局乙１１９番４乃至乙１１９番１０、乙１２７番１、乙１２７番６、
乙１２７番７、乙１２７番９乃至乙１２７番１９、乙１２７番２５乃至乙１２７番３８、
乙１３３番４、乙１３３番１３、乙１３３番１４、乙１１９番４地先農道及び乙１１９
番４地先水路並びに同市新田字北新田２１９番１、２１９番４乃至２１９番
６及び２１９番９乃至２１９番１７

香川県高松市藤塚町一丁目１１番２２号
株式会社穴吹工務店
代表取締役 穴 吹 英 隆

１７西建管第２９７号

平成１７年６月９日
西条市丹原町今井４１３番１、４１３番５及び４１３番６

松山市平井町２６７１番地
パートナーホーム
石 井 正 紀

１７西建管第３０８号

平成１７年６月９日
西条市今在家８１３番４、８１４番１、８１６番１、８１７番１及び８１８番１

西条市福成寺甲９９番地
株式会社東予資源
代表取締役 志 賀 忠 男

１７松局建（開）第１４号

平成１７年６月９日
伊予市上吾川字内台甲３６１番２

伊予市下吾川８３７番地
徳 田 一 郎

１７松局建（開）第１５号

平成１７年６月１４日
伊予郡砥部町重光３２０番１

伊予郡砥部町重光３６０番地
沼 田 憲 二
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選挙管理委員会告示

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be purchased：
Lighting safety alarm，１０，６６１ sets

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，５ July２００５
� For further information，please contact： Supplies
Procurement Section，General Administration Division，
General Affairs Department，Ehime Prefectural
Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９１２―２１５６

�愛媛県選挙管理委員会告示第４１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１７年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１４，０８３

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２８２

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６９，０１４

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年６月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年６月１４日 特定非営利活動法人
愛媛県ディスコン協会 帽 子 敏 信 松山市北井門町５００番地の７ この法人は、地域の高齢者及び青少年に対

して、「生涯スポーツ」に関する事業を行
い、高齢者には交流と健康・生きがいづく
り、青少年には健全育成と地域の人達の親
睦を図り地域活性化に寄与することを目的
とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年６月１４日 特定非営利活動法人
サポートセンター虹 野 本 義 則 愛媛県松山市権現町甲１１８番地

１
この法人は、知的障害のある人（以下、「
障害者」という。）とその家族が中心とな
り、介助や支援を必要とする障害者及びそ
の家族に対して、障害者の就労支援及び自
立支援並びに障害者に係る財産管理等に関
する事業を行い、障害者が地域の中で将来
的に安心して暮らせる地域社会の構築に寄
与することを目的とする。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数（
松山市選挙区にあって
は、同左の４０万を超え
る数に６分の１を乗じ
て得た数と４０万に３分
の１を乗じて得た数と
を合算して得た数）

松 山 市 ４１２，８７３ １３５，４７９

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５３，８０１ ５１，２６７

宇 和 島 市 ４９，２５３ １６，４１８

八幡浜市・西宇和郡 ４５，９５３ １５，３１８

新 居 浜 市 １０３，３３４ ３４，４４５

西 条 市 ９３，９７５ ３１，３２５
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�愛媛県市町村職員共済組合公告
愛媛県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成１６年度決算の要旨を公告する。

平成１７年６月２４日

愛媛県市町村職員共済組合

理事長 玉 水 寿 清

上 浮 穴 郡 １３，１３８ ４，３８０

伊 予 郡 ４３，７７５ １４，５９２

喜 多 郡 ２５，０３２ ８，３４４

北 宇 和 郡 ４１，７７０ １３，９２４

南 宇 和 郡 ２３，４７８ ７，８２６

大 洲 市 ３０，８３４ １０，２７８

伊 予 市 ３３，１９１ １１，０６４

四 国 中 央 市 ７７，１３４ ２５，７１２

西 予 市 ３８，７９８ １２，９３３

東 温 市 ２７，７４４ ９，２４８

損益計算書の要旨 （単位：千円）

収

入

経 理 区 分 短期 長期 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資 基礎年金支払

負担金 ３，９０５，９１９ １４，０８９，３１３ １７７，５０６ ２２６，３０７３０５，６７３

掛金 ３，９３１，４４３ ７，４２８，１６９ ２２６，２５９３２４，４０９

施設収入・商品売上 １２３，４９４

受取手数料 ２７，３６３

基礎年金交付金 ２，０１１，６３１

利息及び配当金 ６４ １，７６４，５３３ ２５６ １０４ １５ １，１９４，１４３ ４８４ １５

組合員貸付金利息 ３６６，１５７

その他収入 ５２１，２０４ ２１，９０３ ４６ ５，２１９ ３８，５１７ ３３，９５８ ２１，７９０ ６５，４９５ １，０９５，４８４

他経理から繰入金 ７０，２７３ ３０，０００

前年度繰越支払準備金 ７４０，４９５

前年度繰越長期給付積立金 ９５，０３４，５０９

計 ９，０９９，１２５ １２０，３５０，０５８ ２４８，０８１ ４５７，８８９ １９２，０２６ １，２２８，１０１ ３８８，４３１ ９２，８５９ １，０９５，４８４６３０，０８７

支

出

給付 ４，５２５，３７８ １９，９１３，４４８ １，０９４，４９０

役職員給与 １５４，６８３ ４０，１４４ ７３，６１２ ４１，４６５ １７，０５９ ４，２１３

厚生費 １１７ ３４０，８２７ ７１ ２６ １３ １０

旅費・事務費 １２，３０６ ６，７７３ １，７００ ３，６６０ ３，０５４ ６０８

商品仕入 ２，９５２

飲食材料費

委託費 １２，５２２ １，２５８ １７０

支払利息 ８１７，７６７ ３１５，４２１ １６，８８０

連合会払込金 １５０，６５０ １８，０５３

老人保健拠出金 １，９１８，９３６

退職者給付拠出金 １，１３８，７９７

介護納付金 ６２６，３０１

基礎年金拠出金負担金 ５，７７３，７１２

他経理へ繰入金 ２７，０２１ ４３，２５１ ３０，０００

その他支出 ３５８，４７６ １１ ６０，０４７ ３８，５８８ １０４，００５ １６，４９３ ２８，４６３ ６７，５３５ ９９４７８２

次年度繰越支払準備金 ７２４，０５１

次年度繰越長期給付積立金 ９４，６１９，６３６

計 ８，８４３，３０９ １２０，３５０，０５８ ２３９，６７５ ４５７，５９０ １８２，５１０ ８７９，４１１ ３８２，０６３ ８９，２４６ １，０９５，４８４６２７，０８３

差引当期利益金又は当期損失金（△） ２５５，８１６ ８，４０６ ２９９ ９，５１６ ３４８，６９０ ６，３６８ ３，６１３ ０３，００４

貸借対照表の要旨

資

産

流動資産 ９５２，００４ ２３，５４９，６３２ ３９２，６５８ ３９３，９６８ １０３，１９６ ２７，１７８，３７０ ５９，３１０ １，０７６，４３８

固定資産 ７１，０７０，０２１ １，１１６ １２０ ６２６，４２３ ３１，１６１，１８４ １５，８６８，３５５

繰延資産

資 産 合 計 ９５２，００４ ９４，６１９，６５３ ３９３，７７４ ３９４，０８８ ７２９，６１９ ５８，３３９，５５４ １５，９２７，６６５ １，０７６，４３８

流動負債 １１０，７４５ ６ ６９２ １０，４７２ ７，３８７ ５６，４００，１５１ ２７，５９７ ７８，２２０
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正 誤

�正 誤

平成１６年９月１４日付け第１５９２号目次中

�������
�正 誤

平成１６年９月１４日付け第１５９２号愛媛県告示第１９４４号（道路

の区域変更（県道関屋今井線））中

ページ 箇 所 誤 正

９４１ 目次欄上から
１３行目

道路の区域変更（県
道関谷今井線）

道路の区域変更（県
道関屋今井線）

ページ 箇 所 誤 正

９４３ 表の路線名の
欄中 関谷今井線 関屋今井線

負

債

固定負債 ７２４，０５１ １１ ２５１，０９４ ５５，５０６ １３４，２０８ ５４，４０２ １５，５１０，５４７ ８３０，７１０

負債合計 ８３４，７９６ １７ ２５１，７８６ ６５，９７８ １４１，５９５ ５６，４５４，５５３ １５，５３８，１４４ ９０８，９３０

資

本

資本剰余金 ５０４ ５４５，６５４

長期給付積立金 ９４，６１９，６３６

利益剰余金又は欠損金（△） １１６，１４４ １４１，４８４ ３２８，１１０ ４２，３７０ １，８８５，００１ ３８９，５２１ １６７，５０８１，０６４

資本合計 １１７，２０８ ９４，６１９，６３６ １４１，９８８ ３２８，１１０ ５８８，０２４ １，８８５，００１ ３８９，５２１ １６７，５０８

負 債・資 本 合 計 ９５２，００４ ９４，６１９，６５３ ３９３，７７４ ３９４，０８８ ７２９，６１９ ５８，３３９，５５４ １５，９２７，６６５ １，０７６，４３８

（注）短期経理の上段は短期、下段は介護

平成１７年６月２４日 印刷
平成１７年６月２４日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円６７６
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